
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）（抄）  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

別表  

指定居宅サービス介護給付費単位数表  

1 訪問介護費   

イ 身体介護が中心である場合   

ユー 

（2）所要時間30分以上1時間未満の場合  

別表  

指定居宅サービス介護給付費単位数表  

1 訪問介護黄   

イ 身体介護が中心である場合   

（1）所要時間30分未満の場合  254単位  

402単位  

231単位  

（2）所要時間30分以上1時間未満の場合  402単位  

（3）所要時間1時間以上の場合 5糾単位に所要時間から計算して所  

要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数  

口 生活援助が中心である場合  

（1）所要時間30分以上1時間未満の場合  208単位  

（3）所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所  
要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数  

口 生活援助が中心である場合   

雌朗養虹 

（2）所要時間1時間以上の場合  

229単位  

291単位  （2）所要時間1時間以上の場合  291単位  

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位  

注1 利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の  
事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37  
号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第5条第1項に規  

定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等  
が、指定訪問介護（指定居宅サービス基準第4条に規定する指定  
訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時間  
ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を  
行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。  

2 イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う介  
助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の  
日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的  
な援助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護を行った  

場合に所定単位数を算定する。   

3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親  
族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であって、  

当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家  

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位  

注1 弄り用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の  
事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37  

号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第5条第1項に規   
定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ二）の訪問介護員等  
が、指定訪問介護（指定居宅サービス基準第4条に規定する指定  
訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時間  
ではなく、訪問介護計画（指定居宅サービス基準卿こ  
規定する訪問介護計画をいう」に位置付けられた内容の指定訪  

問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。   

2 イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う介  
助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の  

日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的  
な援助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護を行った  

場合に所定単位数を算定する。   

3 口については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親  
族（以下「家族等」という。）と同居している利用者であって、  

当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家   

－1－  



族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助（調   

理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日   

常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成9年法律第123号。   

以下「法」という。）第8条第2項に規定する居宅要介護者に対   
して行われるものをいう。）が中心である指定訪問介護を行った   

場合に所定単位数を算定する。  

4 ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のため、   

指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への   
乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前著しくは降   

車後の屋内外における移動等の介助又は通院先君しくは外出先で   

の受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定   

単位数を算定する。  

5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要   
時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったとき   

は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援   

助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単   

位（249単位を限度とする。）を加算した単位数を算定する。  

6 別に厚生労働大臣が定める暑が指定訪問介護を行う場合は」里  

族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助（調   

理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日   

常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成9年法律第123号。   

以下「法」という。）第8条第2項に規定する居宅要介護者に対   
して行われるものをいう。）が中心である指定訪問介護を行った   

場合に所定単位数を算定する。  

4 ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のため、   

指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への   
乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降   

車後の屋内外における移動等の介助又は通院先君しくは外出先で   

の受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定   

単位数を算定する。  

5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要   
時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったとき   

は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援   

助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単   
位（249単位を限度とする。）を加算した単位数を算定する。  

6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県   
知事に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣   
が定める者が指定訪問介護を行う場合は、平成22年3月31日まで   

堅塁、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。  

7 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす   

場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対し   
て指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当   

する単位数を算定する。  

8 夜間（午後6時から午後10暗までの時間をいう。以下同じ。）   
又は早朝（午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。）   

に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の   
25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後10時から   
午前6時までの時間をいう。以下同じ。）に指定訪問介護を行っ   
た場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を   

所定単位数に加算する。  

9 別に庫生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定訪問介醸事業所が、利用者に対し、指定   

訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回に   

成21年  3月31日までの間、所定  単位数の100分の70に相当する単位   

数を算定する。   

7 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす   
場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対し   

て指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当   
する単位数を算定する。  

8 夜間（午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。）   
又は早朝（午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。）   

に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の   

25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後10時から   

午前6時までの時間をいう。以下同じ。）に指定訪問介護を行っ   
た場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を   
所定単位数に加算する。  

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定   

訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い 、1回に  
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つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲   

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる   
その他の加算は算定しない。  

（1）特定事業所加算（Ⅰ）所定単位数の100分の20に相当する単位  

数  

（2）特定事業所加算（Ⅱ）所定単位数の100分の10に相当する単、位  

数  

（3）特定事業所加算（Ⅲ）所定単位数の100分の10に相当する単位  
数  

10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所   

（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   

の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介   

護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位   
数を所定単位数に加算する。  11牒＝こ厚生労働   
大臣が定中る脚部   

として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事   
務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪問介護   
員等が指定訪問介護を行った場合は、1回lこつき所定単坪数の100   

分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

12御所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定   
める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域   

（指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実   

施地域をいう㈱行った場合は、1回   
につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加   
算する。  

13 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定  

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲   

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げる   
その他の加算は算定しない。  

（1）特定事業所加算（Ⅰ）所定単位数の100分の20に相当する単位  
数  

（2）特定事業所加算（Ⅱ）所定単位数の100分の10に相当する単位  
数  

（3）特定事業所加算（Ⅲ） 所定単位数の100分の10に相当する単位  

数  

10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所  
（その一部として使用される事務所が当該地域I；所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   
の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介   
護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位   
数を所定単位数に加算する。  

訪問介護事業所のサービス提供責任者（指定居宅サービス基準筆  
5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。）が指定居  
宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に  脾拷1項に規定する  
指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）の介護支援専門員  
と連携し、当麟要と認めた場合lこ、当該指定  

訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計璽   
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■ ■  

（法第8条第21項に  規定す  る居宅サービス計画をいう。以下同   

において計画的に訪問することとなっていない碍定訪問介護を緊   

急に行った場合は、1回忙つき100単位を加算する。  

1旦 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介捷、認知症対応型共   

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問介   
護費は、算定しない。   

u 利用者が短期入所生活介護、■短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  

、同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問介   
護費は、算定しない。  

ニ即 200単位   

注即附こおいて、新規に訪問介護計画を作成した  

利用者に対して、1トービス提供責任者が初榊指定  
訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は  
当該指零訪問介卿貞等が初回若しくは  

初回の指定訪問介護を行った日の属する月に坤定訪問介護を行っ  
た際にサ「ビス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単  

位数を加算する。  

2 訪問入浴介護費   

イ 訪問入浴介護費  1，250単位   

注1 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービス  
基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以  
下同じ。）の看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）  

1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護（指定居宅サービス  
基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）を  
行った場合に算定する。  

2 弄り用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障  
を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意  
見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が、  

指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当  
する単位数を算定する。   

3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であ  
って、当該利用者の希望により清拭又は部分浴（洗髪、陰部、足  
部等の洗浄をいう。）を実施したときは、所定単位数の100分の70  
に相当する単位数を算定する。   

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事  
業所の訪問入浴介護従業者（指定居宅サービス基準第45条第1項  

2 訪問入浴介護費  1，250単位  

注1利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービス   

基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以   
下同じ。）の看護職鼻（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）   

1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護（指定居宅サービス   

基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）を  
行った場合に算定する。   

2 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障   

を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意   

見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が、   

指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当  

する単位数を算定する。   

3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であ   
って、当該利用者の希望により清拭又は部分浴（洗髪、陰部、足   

部等の洗浄をいう。）を実施したときは、所定単位数の100分の70   

に相当する単位数を算定する。   
4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事   

業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、  
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に鱒定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。）が指定訪問  
入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1  
回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に  
加算する。   

5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、力、つ、界＝こ厚生労働  

木臣が定める施設基準lこ適合する手旨定言方問入浴介準事業所の訪問  

入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき  

所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算す  
皇」   6働‖こ厚生労  
働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業  
の実施地域（指定居宅サービス基準第53条第5号に規定する通常  
め事業の実施地域をいう」を越えて、手旨定訪問入浴介言隻を行っ  
た場合は、1回につき所定単位数の100分の引こ相当する単位数を  
所定単位数に加算する。   

ユ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施  

設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密  
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問入  
浴介護費は、算定しない。   

口調 24単位   

注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  

府県矧こ届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利肺引こ対し、  
指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数を加算  
土塁⊥ 

3 訪問看護費   

イ 指定訪問看護ステーションの場合  

特別地域訪問入浴介護加算として、1回につき所定単位数の100分  
の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

巨 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共   

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密   
着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問入   
浴介護費は、算定しない。  

3 訪問看護費   

イ 指定訪問看護ステーションの場合   

（1）所要時間20分未満の場合   

（2）所要時間30分未満の場合   

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合   

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合   

口 病院又は診療所の場合  

川 所要時間20分未満の場合   

（2）所要時間30分未満の場合   

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合   

285単位   

425単位   

830単位  

1．198単位  

230単位   

343単位   

550単位   

（1）所要時間20分未満の場合  

（2）所要時間30分未満の場合  

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合  

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合  
口 病院又は診療所の場合  

（1）所要時間20分未満の場合  

（2）所要時間30分未満の場合  

（3）所要時間30分以上1時間未満の場合  

285単位   

425単位   

830単位  

1．198単位  

230単位   

343単位   

550単位  
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（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合  845単位  

注1 通院が困難な利用者（末期の悪性腫癌その他別に厚生労働大臣   
が定める疾病等の患者を除く。）に対して、その主治の医師の指   
示（指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス基準第60条第   

1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同  
じ。）にあっては、主治の医師が交付した文書による指示）及び   
訪廟看護計画書（指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する   
訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定訪問看護事   

業所（同項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）   
の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しく   
は言語聴覚士（以下「看護師等」という。）が、指定訪問看護（指   

定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下   

同じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計   

画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準   

的な時間で所定単位数を算定する（指定訪問看護の所要時間が20   

分未満であって、かつ、夜間若しくは早朝又は深夜に行われる場   
合は、イ（1）又はロ（1）の単位数を算定する。）。ただし、准看護師   
が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当す  
る単位数を算定し、指定訪問看護ステーションの理学療法士、作   
業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を行った場合は、次に掲   

げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。  
イ 所要時間30分未満の場合  425単位  

口 所要時間30分以上1時間未満の場合  830単位   

2 夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定   

単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜   
に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の   
50に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

（4）所要時間1時間以上1時間30分未満の場合  845単位  

注1 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣  
が定める疾病等の患者を除く。）に対して、その主治の医師の指  
示（指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス基準第60条第   
1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同  
じ。）にあっては、主治の医師が交付した文書による指示）及び  
訪問看護計画書（指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する  
訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定訪問看護事  

業所（同項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）  

の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しく  
は言語聴覚士（以下「看護師等」という。）が、指定訪問看護（指  

定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪開署護をいう。以下  
同じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問看護計  
画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準  
的な時間で所定単位数を算定する（指定訪問看護の所要時間が20  
分未満であって、かつ、夜間若しくは早朝又は深夜に行われる場  

合は、イ（1）又はロ（1）の単位数を算定する。）。ただし、准看護師  

が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当す  
る単位数を算定し、指定訪問看護ステーションの理学療法士、作  

業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を行った場合は、次に掲  

げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。  
イ 所要時間30分未満の場合  425単位  

口 所要時間30分以上1時間未満の場合  830単位   

2 夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定  
単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜  
に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の   

50に相当する単位数を所定単位数に加算する。   

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に   
複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったと  
きは、次に掲げる区釧こ応じ、1回につきそれぞれの単位数を所   
定単位数に加算する。   

イ 所要時間30分未満の場合  254単位   

ロ即 402単位  

4 イ（4）及びロ（4）について、指定訪問看護に閲し特別な管理を必   

要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限   
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る。以下同じ。）に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満  

の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護をう場合であ   
って、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分   
以上となるときは、働こ加算する。  

旦 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所   
（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   

の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加   
算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を   
所定単位数に加算する。  

6 卦‖こ厚生労働大臣が定める地域lこ掛在し、カ、つ、別に厚生労働   

大臣が定める施設基準に適合する指定訪問看護事業所（その一部   

として使用される事務所が当該地域に所在しない嘩合は、当該事   
務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の看護師等   
が碍定訪問者護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の  

10に相当する単位数を所定単位数に加算する。  7灘大臣が定める   
地域に唇任している利用者に対して、通常の事業の実施地域（指   
定居宅サ瑚引こ規定する通常の事業の実施地   

域をいう。う を越えて、指定訪問看護を行った場合は、1回lこつ   

き所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算す   
旦⊥．  

邑 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   
府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意   

を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連   

絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊   

急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、  
1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当す   

る医療機関（指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定す   
る指定訪問看護を担当する医療機関をいう。）が、利用者の同意   

を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要   
に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき290   
単位を所定単位数に加算する。  

旦 指定訪問看護に閲し特別な管理を必要とする利用者に対して、   
指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管   

旦 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業所   

（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合   

は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所   

の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加   

算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を   

所定単位数に加算する。  

生 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意   

を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連   

絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊   

急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、  

1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定訪問看護を担当す   

る医療機関（指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定す   

る指定訪問看護を担当する医療機関をいう。）が、利用者の同意   

を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要   

に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として、1月につき290   

単位を所定単位数に加算する。  

5 指定訪問看護に閲し特別な管理を必要とする利用者（別に厚生  
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理を行った場合は、特別管理加算として、1月につき250単位を所  

定単位数に加算する。  

週 在宅で死亡した利用者について、別に厚生労働大臣が定める基  

準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看  
護事業所が、その死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを  
行った場合（ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外  
で死亡した場合を含む。）は、当該者の死亡月につき2，000単位を  

所定単位数に加算する。   

出 精定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介護老人保  
健施設の医師を除く。）が当該者が急性増悪等により一時的に頻  
回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、  
その指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。   

週 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施  

設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特  

定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所  
者生活介護を受けている間は、訪問看護費は、算定しない。  

ハ瑚 6単位   

注 矧‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているものとして都道  

府県知事に届lナ出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定  

聯こつき所定単位数を加算する。  

4 訪問り′ヽどリテ「ション費   

イ御 305単位   

注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事  

業所（指定居宅サ⊥ビス基準第76条第1項に規定する指定訪問リ  
ハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作  
業療法士又は言語聴覚士（以下この号において「理学療法士等」  
という」が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基  

づき、指定訪問リハビリテーション（指定居宅サービス基準第75  
条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）  

を行った場合に算定する。   2㈲厚  
生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の  
事業の実施地域（指定居宅サービス基準第82条第5号に規定する  
通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定訪問リハビリテ  

労働大臣が定める状態にあるものに限る」に対して、指定訪問   

看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っ   
た場合は、特別管理加算として、1月につき250単位を所定単位数   

に加算する。  

旦 在宅で死亡した利用者について、別に厚生労働大臣が定める基   
準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看   

護事業所が、その死亡前24時間以内にターミナルケアを行った場   

合（ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡し  
た場合を含む。）は、当該者の死亡月につき1，200単位を所定単位   

数に加算する。  

ヱ 指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介護老人保   
健施設の医師を除く。）が当該者が急性増悪等により一時的に頻   

回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、   

その指示の日から14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。  

旦 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   

設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特   
定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所   

者生活介護を受けている間は、訪問看護費は、算定しない。  

4 訪問リハビリテーション費（1日につき）  500単位  

注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事  

業所（指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リ  
ハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作  
業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている医  
師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーション（指定居宅サー  
ビス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。  

以下同じ。）を行った場合に算定する。  
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ーションを行った場合は、■1回につき所定単位数の100分の5に相  
当する単位数を所定単位数に加算する。  

2 次に掲げるいずれの基準Iこも適合する指定訪問り／＼どリテーシ   

ョン事業所について、リハビリテーションマネジメント加算とし   

て、1日につき20単位を所定単位数に加算する。   

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の  
草が共同して、卿ション実施計画を作  

成していること。  

ロ 利用者ごとのり′＼どリテーション実施計画に従い医師の手旨示   

を受けた理学療法士、作業療法士又は卿リ   

ハビリテーションを行っているとともに、利用者の状態を定期   
的に記録していること。  

ハ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期   

的に評価し、㈱   

ニ潮ション事業所の従業者が、‡旨定居宅介   

護支援事業者（法第46条第1項1こ規定する指定居宅介護支援事  
業者をいう。以下同じ。）を通じて、指定訪問介護の事業その   

他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテー  
ションの観点から、日常生活上の留意点、介護のエ夫等の情報   

そ伝達していること。  

3 利用者に対して、集中的に指定訪問リハビリテーションを行っ   

た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲   

げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加   
算する。ただし、この場合において、リハビリテーションマネジ   

メント加算を算定していない場合は、算定しない。   
イ 利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となっ  

た疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは  
診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日（以  
下「退院（所）日」という。）又は法第27条第1項に規定する  
要介護認定を受けた日（以下「認定日」という。）から起算し  
て1月以内の期間に行われた場合  330単位   

口 退院（所）日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の  
期間に行われた場合  200単位  

4 弄り用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施  

3 利用者に対して、集中的に指定訪問リハビリテーションを行っ   
た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲   

げる区分lこ応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加   

算する。  

イ 利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となっ   
た疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは   
診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日（以   
下「退院（所）日」という。）又は法第27条第1項に規定する   
要介護認定を受けた日（以下「認定日」という。）から起算し   

て1月以内の期間に行われた場合  叩単位   

口 退院（所）日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の   
期間に行われた場合  200単位  

4 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施   
設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特   
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定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所  
者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、算  

定しない。   

口 サービス提供体制強化加算 6単位   

注 矧‖こ厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  

府県知事に届け出た指定訪問リハゼリテーション事業所が、利用  
者に対凋ションを行った場合は、1臥こ  
つき所定単位数を加算する。  

5 居宅療養管理指導費   

イ 医師又は歯科医師が行う場合  

設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特  

定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所  
者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、算  

定しない。  

5 居宅療養管理指導費   

イ 医師又は歯科医師が行う場合   

（1）居宅療養管理指導費（Ⅰ）   

（2）居宅療養管理指導費（Ⅱ）  

500単位  

290単位  

（1）居宅療養管理指導費（Ⅰ）  

（2）居宅療養管理指導費（Ⅱ）  500単位  

290単位  注1通院が困難な利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所（指  

定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指  

導事業所をいう。以下同じ。）の医師又は歯科医師が、当該利用  
者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科  
医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者（法第46条第1項  

に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）その他  
の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利  

用者の同意を得て行うものに限る。）・並びに利用者若しくはその  
家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法  
等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度と  
して算定する。   

2（1）について、指定居宅介護支援事業者等に対する情報提供を行   

わなかった場合は、1回につき100単位を所定単位数から減算する。   

3 （1）については、（2）以外の場合に、（2）については、診療報酬の   

算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報   
酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）の在宅時医学  
総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定する利用  
者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的か  

つ継続的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他  
の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利  

用者の同意を得て行うものに＝二∴ 二言＿∴＝二■  
数を算定する。  

ロ 薬剤師が行う場合  

注1 通院が困難な利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所（指  

定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指  
導事業．所をいう。以下同じ。）の医師又は歯科医師が、当該利用  

者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科  
医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に  
対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同  
意を得て行うものに限る。）並びに利用者若しくはその家族等に  
対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等につい  
ての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定  
する。  

2 （1）について、指定居宅介護支援事業者等に対する情報提供を行  

わなかった場合は、1回につき100単位を所定単位数から減算する。   

3 （1）については、（2）以外の場合に、（2）については、診療報酬の  

算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報  
酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）の在宅時医学  
総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居  

宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、指定  
居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の  
策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに限る。）  

を行った場合に、所定単位数を算定する。  
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（1）病院又は診療所の薬剤師が行う場合   （」側   に）働  
（2）薬局の薬剤師が行う場合   ト）側   

に）働 

注1川ト）及び（2）（－）については、御（老人福祉法  
年法律第133号）第20条の4に規定する養護老人ホーム、  

ロ 薬剤師が行う場合   

川 病院又は診療所の薬剤師が行う場合   

卜）朋ま2回目の算定の場合   に）朋  
（2）薬局の薬剤師が行う場合  

卜）月の1回目の算定の場合  

旦担皇位  

385単位   

500単位  

∬0単位  

（昭和鈍  

間法第20  

550単位  

300単位   

500単位   

（二）朋 300単位  

注1 通院が困難な利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の   
薬剤師が、瑚モ（薬局の薬剤自利こあっては、  
医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的  

条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規   
定する有料老人ホーム若しく堰高齢者の居住の安定確保に関する  
法律施行規則（平成13年国土交通省令第‖5号）嘩引こ規  
定する高齢者専用賃貸住宅に入居若しくは入所している者又は法  

第8条第17項に規零する小甥模多機陛聖居宅介護（指定地域密着  
型サ瑚平成丹年  

厚生労働省令第34号）芽柳限   
る。）、法第8条第18項に規定する言忍知症対応型共同生活介護を受  
け㈱  

下こ抑川  

（ニ）及び（2）に）については、居住系施設入居者筆であって通院が困難   

なものに対して、手旨定居宅療養学理手旨導事業所の薬剤師が、医師  
又Iま歯科医師の指示（琴局の薬剤師にあって岬医   
師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）   
に基づき、当該利用者を串間し、鄭鞘は乱射旨導を行い、関係   

職種への必要な報告及び情報提供を行った場合につき、1月に2  
回（薬局の薬剤師にあっては4回）㈱て算定する。ただ  
上⊥薬局㈱‖こ厚生労働大臣が定める者Iこ対   
して、当㈱  
1週に2回、かつ、1月に8回を限度として算定する。  

2 療病緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬   
が行われている在宅の利用者又は居住系施設入居者等に対して、   
当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、  
1回につき100単位を所定単位数に加算する。  

管理指導計画）に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、薬学的な  
管理指導を行った場合に、1月に2回（薬局の薬剤師にあっては  

4回）㈱こ厚生労働大臣が定め  
る者に対して、当該利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を  

行った場合は、（1）（二）又は（2）（ニ）の場合tこついて、1週lこ2回、  

かつ、1月に8回を限度として算定する。  

2 居宅において療病緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別  
な薬剤の投薬が行われている剋旦量に対して、当該薬剤の使用に  
関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位  
を所定単位数に加算する。  

ハ 管理栄養士が行う場合  530単位  

ハ働行う場合   

一 

（2）居住系施設入居者等に対して行う場合  

530単位  

450単位  
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注 通院又は通所が困難な在宅の利用者又は居住系施設入居者等に   
対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理   
指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医   
師の指示に基づき、瑚し、栄養管理に係る情報提   

供及び指導又は助言を行った場合に、1月に2回を限度として算   

定する。   

イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低  
栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、  

管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利  
用者ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計  
画を作成していること。   

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  
もに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提  

供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録  
していること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

注 通院又は適所が困難な剋旦量に対して、次に掲げるいずれの基準   
にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的   
な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者の居宅   

を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合   

に、1月に2回を限度として算定する。  

イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄  
養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管  

理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利用者  
ごとの摂食・蟻下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作  
成していること。   

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているととも  
に、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及  

び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録してい  
ること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要  

に応じて当該計画を見直していること。  

ニ 歯科衛生士等が行う場合  350単位  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ニ 歯科衛生士等が行う場合   

■・在宅の利用者に対して行う鳩舎   

（2）居住系施設入居者等に対して行う場合  

350単位  

300単位  

注 通院又は適所が困難な在宅の利用者又は居住系施設入居者等に   

対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理   
指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に   

対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用   
者を訪問し、実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として   
算定する。   

イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者（そ  

の実施に同意する者に限る。）に対して、歯科衛生士、保健師  
又は看護職鼻が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士   
その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び  
摂食■蟻下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。   

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当   
該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・峨下機能  
に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族  
等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、   

注 通院又は通所が困難な剋凰畳に対して、次に掲げるいずれの基準   

にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又   
は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師   
の指示に基づき、当該利用者の居宅を訪問し、実地指導を行った場   

合に、1月に4回を限度として算定する。  

イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者（その  
実施に同意する者に限る。）に対して、歯科衛生士、保健師又は  
看護職員が、当該利用者の居宅を訪問し、歯科医師、歯科衛生士  
その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂  

食・憾下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。   

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該  

利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・峨下機能に関  
する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族等に対  
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定期的に記録していること。  

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必  
要に応じて当該計画を見直していること。  

獅 400単位  星1潮る居宅鱒養  
学習牒導力輝手旨定居宅療養管理  

指導事業所の看準職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及び  
夏撲を行った場合は、輝8条  
蜘定する要介護状態  

旦那幽指  

定居宅サービス（法第41条軍1項lこ規定する指定居宅サービスを  
蜘の提供を開始してからの2月申開lこ1回を鱒度として算  
零する。ただし、准看護師が指定卿金  
時、瑚   2瀬は定期的に訪問診療  
を受けている場合又は卿ショ  

ン、短期入所郵舌介護、短期入所療養介護、華定施設入居者生活  
企譲軍畑舌介蔑、地域密革型特定施設入  

昼草生活介護若しくは地域牢着型介護考人福祉施設入所者生活介  
準を受けて㈲。  

6 通所介護費   

イ 小規模型通所介護費   

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定期的   

に記録していること。  

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要   
に応じて当該計画を見直していること。  

6 通所介護費   

イ 小規模型通所介護費  
川 所要時間3時間以上4時間未満の場合   （1朋 

旦 要介護1  
旦 要介護2  

剋 要介護3  
盟 要介護4  

437単位  

504単位  

570単位  

636単位  

702単位  

二 

ー 

要介護3   

二三 

主  

所要時間4時間以上6時間未満の場合  

二
二
二
ニ
ー
旦
 
 
 

ニ
…
 
 

396単位  

437単位  

504単位  

570単位  

636単位  

702単位   

529単位  

588単位  

683単位  

778単位  

要介護5  

要時間4時間以上6時間未満の場合  

経過的要介護 

要介護1  

要介護2  

要介護3  

迎
…
計
霊
 
 

588単位  

683単位  

778単位  

872単位   

1
 
2
 
3
 
4
 
 

護
謙
譲
護
 
 

介
介
介
介
 
 

要
要
要
要
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